
国立大学法人旭川医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成１９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

5,665 3,195 2,470
（　　　　）

6月30日

千円 千円 千円 千円

11,599 8,946 2,522 131 （寒冷地手当） 7月1日

千円 千円 千円 千円

4,803 2,709 2,094
（　　　　）

6月30日

千円 千円 千円 千円

9,798 7,587 2,139 72 （寒冷地手当） 7月1日

千円 千円 千円 千円

4,803 2,709 2,094
（　　　　）

6月30日

千円 千円 千円 千円

10,154 7,587 2,139
１３１
２６１

３６

（寒冷地手当）
(単身赴任手当)

(通勤手当)
7月1日

千円 千円 千円 千円

13,100 8,736 3,536
72

756
（寒冷地手当）

(単身赴任手当) 3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,050 1,050
（　　　　）

6月30日

千円 千円 千円 千円

3,150 3,150
（　　　　）

7月1日 3月31日

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（　　　　）

注：「前職」欄の「◇」は，役員出向者であることを示す。

　　国立大学法人評価委員会の業績評価の結果や本学の経営状況，また，当該役員の担当
　業務における業績・貢献度を総合的に勘案し，本学経営協議会の議を経たうえで，役員給与
　規程に定める当該役員の期末特別手当の額を増額又は減額できることとしている。

　広域異動手当を新設した。
　また，期末特別手当基礎額に広域異動手当を含めるこ
ととした。

　法人の長の改定内容と同じ。

　改定なし。

　改定なし。

　改定なし。

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

法人の長

法人の長

A理事

B理事

Ｃ理事

Ｄ理事

E理事

Ｆ理事
（非常勤）

A監事

B監事

C監事
（非常勤）



３　役員の退職手当の支給状況（平成１９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

5,191 3 3 H19.6.30 1

千円 年 月

4,109
(53,498)

3
(35)

3
(3)

H19.6.30 1

千円 年 月

4,109
(44,695)

3
(29)

3
(11)

H19.6.30 1

千円 年 月

656 1 3 H19.6.30 1

千円 年 月

393 9 H20.3.31 1

在職期間中の業務運営等に関する評価に
ついて，本学経営協議会において審議した
結果，業績勘案率の増減を行わないことと
した。

監事A
在職期間中の業務運営等に関する評価に
ついて，本学経営協議会において審議した
結果，業績勘案率の増減を行わないことと
した。

監事Ｂ

理事A 業績勘案率の増減を行わな
いものとして計算した。

理事B 業績勘案率の増減を行わな
いものとして計算した。

在職期間中の業務運営等に関する評価に
ついて，本学経営協議会において審議した
結果，業績勘案率の増減を行わないことと
した。

注：　理事A，理事Ｂについては，役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載

　　するとともに，括弧内に，役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の
　　括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

法人での在職期間 摘　　要

法人の長



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　昇給前１年間の勤務成績に応じ，０～８号俸の５段階の昇給区分により

昇給させる。

　勤務成績が良好で，かつ，昇格基準に達している場合，その者の資格に

応じた級へ昇格させることができる。

　基準日（6月1日・12月1日）以前６箇月以内の期間における，勤務成績に応じて

決定される支給割合（成績率）に基づき支給される。

　ウ 平成１９年度における給与制度の主な改正点

１．基本給
　　・初任給を中心に，下位の級が適用される若年層に限定した基本給月額の引き上げ。
２．基本給の調整額
　　・基本給の引き上げに伴い，引き上げの対象となった級・号俸の一部に適用される調整
　　基本額を，最大で１００円引き上げ。
３．調整手当
　　・国の地域手当に準じ，手当額計算の端数処理の一部を切り捨てから切り上げに改正。
４．扶養手当
　　・子等にかかる１人あたりの扶養手当月額を６，５００円に引き上げ。
５．広域異動手当
　　・広域異動手当を新設。
６．期末・勤勉手当
　　・期末・勤勉手当基礎額に広域異動手当を含めることとした。
　　・勤勉手当の成績率を年間平均で０．０５月分引き上げ。

基本給月額
（昇格）

勤勉手当
（査定分）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容
基本給月額
（普通昇給）

　業務の効率化や職員の適性配置等により人件費を抑制し，人件費支出を運営費交付金の範囲
内で行うことを基本とする。

　社会一般の情勢に適合したものとするために，一般職の国家公務員の給与水準を考慮
し，これに準じた給与水準を基本とする。

　普通昇給，昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては，勤務評定の結果等
を踏まえた勤務成績を考慮している。



２　職員給与の支給状況

①　職種別支給状況　  

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

723 41.4 6,074 4,444 24 1,630
人 歳 千円 千円 千円 千円

149 44.8 5,718 4,190 26 1,528
人 歳 千円 千円 千円 千円

211 46.7 8,156 5,944 21 2,212
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

295 34.7 4,759 3,497 26 1,262
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 54.1 5,459 4,021 21 1,438
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 45.4 6,232 4,540 23 1,692
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

25 36.6 3,651 2,719 35 932
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.5 2,970 2,201 41 769
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 46.9 4,696 3,451 33 1,245
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 30.8 3,168 2,389 40 779
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 29.8 3,415 2,563 32 852

注１：常勤職員のその他医療職種（看護師）については、該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定

　　されるおそれがあることから，平均年齢以下の項目については記載しない。

注２：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

非常勤職員

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

事務・技術

在外職員

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

平均年齢
平成１９年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与区分 人員



②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年齢２０～２３については，該当者が２名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれ

　　があることから年間給与は表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1

9 54.8 8,331 8,741 9,308

15 52.8 6,473 6,760 6,976

58 48.7 5,819 6,180 6,582

29 43.2 4,596 5,135 5,623

37 33.8 3,538 4,071 4,504

注：部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「人員」

　以外は表示していない。

　代表的職位

     ・部長
　
     ・課長
　
     ・課長補佐
 
     ・係長
　
     ・主任
　
     ・係員

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、任
期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円



注：年齢２８～３１歳については，該当者が４名以下のため，第１四分位，第３四分位については表示していない。

（教育職員（大学教員等））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

48 54.9 9,982 10,503 11,121

43 49.7 7,816 8,518 9,114

35 45.2 7,422 7,911 8,448

85 41.1 6,314 6,698 7,153

平均年齢 平均

　代表的職位

　   ・教授
　
     ・准教授
　
     ・講師
 
     ・助教

分布状況を示すグループ 人員

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

(参考)平成15年度の国の教育職
(一)の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円



（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1

4 56.8 7,272

72 45.5 5,314 6,055 6,920

218 30.7 3,727 4,228 4,598

注１：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「人員」

　以外は表示していない。

注２：副看護部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間

　給与額の第１・第３分位については表示していない。

　代表的職位

　   ・看護部長
　
     ・副看護部長
　
     ・看護師長
 
     ・看護師

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円



③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 係員 主任 係長 課長補佐
な職位 主任 係長 課長補佐 課長

人 人 人 人 人 人

149 10 41 69 17 6
（割合） （6．7%） （27.5%） （46.3%） （11.4%） （ 4.0%）

歳 歳 歳 歳 歳

30～23 53～27 59～35 59～48 57～50

千円 千円 千円 千円 千円

2,802～
2,226

4,119～
2,583

5,093～
3,560

5,406～
4,435

6,783～
4,949

千円 千円 千円 千円 千円

3,732～
3,023

5,518～
3,474

6,940～
4,793

7,490～
6,270

8,865～
6,936

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 局長
な職位 部長

人 人 人 人 人 人

5 1 該当者なし 該当者なし 該当者なし
（割合） （3.4%） （0.7%）

歳 歳 歳 歳 歳

59～53 ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

7,143～
6,078

～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

9,572～
8,331

～ ～ ～ ～

注：７級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

（教育職員（大学教員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

211 該当者なし 85 35 43 48
（割合） （40.3%） （16.6%） （20.4%） （22.7%）

歳 歳 歳 歳 歳

～ 59～29 64～35 62～40 62～40

千円 千円 千円 千円 千円

～
5,813～
3,140

6,660～
4,626

6,941～
4,851

9,147～
5,426

千円 千円 千円 千円 千円

～
7,681～
4,269

9,187～
6,127

9,621～
6,823

12,761～
7,664

（医療職員（病院看護師）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 副看護部長 看護部長
な職位 看護師長 副看護部長

人 人 人 人 人 人 人 人

295 該当者なし 218 51 21 4 1 該当者なし
（割合） （73.9%） （17.3%） （7.1%） （1.4%） （0.3%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 58～23 56～29 59～44 58～55 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
4,540～
2,393

5,130～
2,924

5,366～
4,423

5,317～
4,897

～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
6,281～
3,270

7,037～
3,978

7,580～
6,230

7,482～
6,943

～ ～

注：６級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

准看護師 看護師 看護師 看護部長 看護部長

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

准教授 教授

人員

助教 講師

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

局長

人員

課長 部長 局長

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

係員

人員

 職級別在職状況等（平成２０年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院
看護師））



④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

65.1 66.7 65.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.9 33.3 34.1

％ ％ ％

         最高～最低 42.6～31.9 39.8～30.0 41.1～30.9

％ ％ ％

66.1 68.3 67.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.9 31.7 32.8

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～30.7 37.4～28.7 35.7～29.6

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

64.6 63.9 64.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.4 36.1 35.8

％ ％ ％

         最高～最低 37.7～33.6 39.9～31.0 38.9～32.5

％ ％ ％

65.9 67.6 66.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.1 32.4 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 48.1～31.5 37.4～29.5 41.7～30.4

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

65.3 66.5 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 33.5 34.0

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～31.5 37.4～29.1 37.7～30.8

注：医療職員（病院看護師）の管理職員について，該当者が１名のため，当該個人に関する情報が
　特定されるおそれがあることから記載していない。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

賞与（平成１９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／

医療職員（病院看護師））



⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 81.1

対他の国立大学法人等 95.0

（教育職員（大学教員））

対他の国立大学法人等 91.9

（医療職員（病院看護師））

対国家公務員（医療職（三）） 95.3

対他の国立大学法人等 99.3

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８７．０

参考 学歴勘案　　　　　　 ８２．３

地域・学歴勘案　　　８７．１

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９２．４

参考 学歴勘案　　　　　　 ９４．７

地域・学歴勘案　　　９２．１

○教育職員（大学教員）

指数の状況 対国家公務員（平成１５年度の教育職（一））との比較指標　　９１．８

講ずる措置 引き続き現在の給与水準の維持に努める。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　９５．３

給与水準の適切性

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　２５．９６％
　国からの財政支出額　5,315,236,000円
　支出予算の総額　    20,475,325,000円　（平成19年度予算）

【検証結果】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は２５．９６％となって
おり，累積欠損額もないことから，給与水準については適切であると考える。

講ずる措置 引き続き現在の給与水準の維持に努める。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　８１．１

給与水準の適切性

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　２５．９６％
　国からの財政支出額　5,315,236,000円
　支出予算の総額　    20,475,325,000円　（平成19年度予算）

【検証結果】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は２５．９６％となって
おり，累積欠損額もないことから，給与水準については適切であると考える。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職
員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

項目 内容



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成19年度）

前年度
（平成18年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

＊任期付き看護師の平成１８年度分の給与等及び退職手当について，昨年度，誤って（A）欄・（Ｂ）欄

にそれぞれ計上し，（A）欄6,038,285千円，（Ｂ）欄367,220千円と公表したが，今回，本来記載すべき

（Ｃ）欄に計上し，比較金額等を算出した。

総人件費について参考となる事項

・「給与，報酬等支給総額」の増減要因

　　①　定年退職者不補充による給与等の減少

・「最広義人件費」の増減要因

　　①　常勤職員の定年退職者の増加に伴う，退職手当支給額の増加

　　②　外部資金による非常勤教員の増加に伴う，給与等の増加

　　③　看護師の増員に伴う，給与等の増加

　　④　診療体制充実のための医員増員に伴う，給与等の増加

・人件費削減の取り組み状況

　　①　中期計画

　　　　「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された

　　　総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。

　　②　中期目標

　　　　総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費削減を図る。

　　③　取り組み状況

　　　　事務系職員の定年退職による欠員の不補充，教員の空き定員の採用保留・配置の見

　　　直し等により，人件費削減に取り組んでいる。

年度
基準年度

（平成17年度）
平成18年度 平成19年度

給与，報酬等支給総額
（千円） 6,151,697 5,822,314 5,709,354

人件費削減率
（％）

△5.4 △7.2

人件費削減率（補正値）
（％） △5.4 △7.9

注１：

　「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による

人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成１８年，平成

１９年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％，０．７％である。

注２：

　基準年度（平成１７年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎に

算出した平成１７年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

（　　5.6　） 782,890 （　9.7　）

総人件費改革の取組状況

最広義人件費
8,841,742 8,371,247 470,495

（　29.2　） 745,623 （　79.4　）

福利厚生費
889,435 885,643 3,792 （　　0.4　） 52,295 （　 6.2　）

非常勤役職員等給与
1,685,065 1,304,217 380,848

（ △1.9　） △200,040 （ △3.4　）

退職手当支給額
557,888 359,073 198,815 （　55.4　） 185,012 （　49.6　）

給与、報酬等支給総額
5,709,354 5,822,314 △112,960

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減


